
 

 
米国政府は 2010 年 4 月、「核態勢の見直し報告

（Nuclear Posture Review Report：以下ＮＰＲ）」を

発表した。米国の核政策の基本的指針を示した文書で

ある。今回のＮＰＲでは、核兵器の役割縮小が前面に

打ち出された。その文脈において、核拡散防止条約（Ｎ

ＰＴ）を遵守する非核兵器国に対しては、たとえ生

物・化学兵器等によって攻撃を受けたとしても、米国

は核兵器による威嚇及び使用を行わないとした消極

的安全保証（ＮＳＡ）の強化が示され、注目されるこ

とになった。特に日本では、岡田克也外相が核兵器の

「先行不使用（no first use）」を唱えてきたことや、

日豪両国政府のイニシアティブの下に結成された核

不拡散・核軍縮に関する国際委員会（通称：川口・エ

バンス委員会）が、2009 年 12 月の最終報告で、核兵

器の役割を核攻撃の抑止のみに限定するとの「唯一の

目的（sole purpose）」論を主張したこと等の背景が

あり、これらに関してＮＰＲがどのような結論を出す

かが注目されていた。米政府での検討過程においても、

先行不使用や唯一の目的論の是非は、主要な政治的論

点であり、政権内にもさまざまな声の存在していたこ

とが度々報道されていた。 

しかし、今回のＮＰＲに関して注目すべきは、消極

的安全保証の部分のみではない。同文書には、核兵器

の製造や保守管理の基盤に関するものを含め、さまざ

まな議論が含まれているが、本稿では、国際安全保障

システム全体へのインプリケーションや、日本との関

連において特に検討しなければならない点として、核

兵器と通常兵器及びミサイル防衛との関係、非戦略核

の要否、及び非常時における核の前方展開の 4つの問

題に絞って検討することにしたい。以下、本号ではＮ

ＰＲの示す核兵器と非核兵器の関係を、通常兵器とミ

サイル防衛に関して検討する。次号では、非戦略核の

要否と、有事の際の核兵器の前方展開の問題を検証す

ることにしたい。 

  なお、今回のＮＰＲに至る過程では、米国の核政策

の変更が同盟国に対する拡大核抑止の信頼性に影響

を及ぼすのではないかとの懸念が日本等に存在して

いた。そうした背景もあり、今回米国政府は、ＮＰＲ

作成にあたり、前例のない程に日本を含めた同盟国と

の事前協議を行ってきた。その結果、日本の当局者を

含め、拡大核抑止の信頼性確保の観点では、これを評

価する声が大勢である。本稿はそうした認識を共有し

つつも、より広い文脈において、ＮＰＲの投げかける

新たな課題を検討しようとするものである。 

 

 

今回のＮＰＲに関してまず注目すべき重要な点は、

核兵器の役割縮小の代替措置である。ＮＰＲが国防長

官によって議会に提出される米国政府の文書であり、

国防総省の任務が米国を防衛することである以上、核

兵器の役割を縮小するのであれば（安全保障環境が改

善したと判断しない限り）、それを別の方法により補

完しなければならないと考える必要がある。今回のＮ

ＰＲでも、この点については明確な立場が貫かれてい

る。 

ＮＰＲの指摘する核兵器の代替手段の中心は、高性

能・高破壊力の通常兵器、及び次節で検討するミサイ

ル防衛である。そもそも、米国が長期的な核兵器の廃

絶を含めた核軍縮のイニシアティブをとることがで

きる背景には、通常兵器の発展がある。精密誘導兵器

や高破壊力の通常兵器の開発により、核兵器に依存し

なければならない度合いが相対的に低下してきたの

である。これは、核軍縮を掲げるオバマ政権になって

からのことではなく、冷戦後一貫する方向性である。 

冷戦時代から、核兵器と通常兵器との間には密接な

相補関係が存在していた。冷戦期のＮＡＴＯが、核兵

器に大きく依存せざるを得なかった最大の理由は、通
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常兵器の分野においてソ連陣営側が優位と認識され、

ＮＡＴＯ側は通常兵器によって東側との量的な均衡

を達成することが困難だと考えられていたからであ

る。アイゼンハワー政権の大量報復戦略はその端的な

結果であった。今日のロシアが核兵器への依存を高め

ているのも同様の理由によるものと言える。つまり、

通常兵器においてロシアは、米国及びＮＡＴＯに対抗

できないのである。核兵器と通常兵器は、異なるカテ

ゴリーの兵器であるとの理解が一般的ではあるが、現

実に両者の間には、兌換性（fungibility）とでも言

うべき関係が存在しているのである。 

さらに、必ずしも大国とは言えない一部諸国が核兵

器の保有を目指すのも、核保有が、通常兵器やその他

の国力の古典的要素（国土、人口、経済力等）に不足

がある中で「大国」と同等の地位を得る唯一の手段だ

からである。核兵器の製造・保有の敷居は、技術的に

も政治的にも低くないものの、核兵器が「強者の兵器」

という側面に加えて、「弱者の兵器」の顔を有するの

は、そうした背景による。別の言い方をすれば、核兵

器は国家間のパワーの平等化装置（equaliser）でも

ある。 

そのように考えると、世界最強の通常兵器を有する

米国だからこそ、核兵器に頼らなければならない必然

性が比較的低く、大幅な核軍縮及びその文脈での核兵

器の役割軽減に踏み切ることが可能なのだという構

造が見えてくる。そして、その先には核兵器の廃絶も

視野に入ってくる。しかし、同様の条件は他の核保有

国には存在しないのである。ここに、今日の核軍縮、

さらには核廃絶を巡る構造的困難さが凝縮されてい

る。 

今回のＮＰＲは、核兵器の役割軽減を半ば目的化し

た上で、そのためには非核能力の増強を続ける必要が

あるとしたわけだが、この点に関して他国の理解と支

持をどの程度得られるかについては、慎重に検討する

必要があろう。本来は、核兵器のみならず通常兵器の

保有を最小限にしつつ、より安定した安全保障秩序を

構築することが目的であり、核兵器の役割縮小は、そ

れを実現するための手段という位置付けにされるべ

きである。 

米国と敵対、ないし潜在的に敵対する諸国が、核兵

器の役割縮小を通常戦力等によって代替するとの、今

回のＮＰＲで示された考え方を共有しないことは当

然であろう。それら諸国にとっては、米国からの核以

外の脅威が増大する結果になる可能性が高いからで

ある。米国の同盟国にとっても、たとえば通常兵器や

ミサイル防衛の強化にあたって、同盟国へのバードン

シェアリングが求められることになった場合、その影

響は直接的なものとなる。そこまで至らない場合でも、

（米国の）核兵器の役割を軽減するための通常兵器の

強化という考え方を留保なしに共有できる国は、同盟

国の間にも存在しないのではないか。 

より一般的な文脈としては、米国による核の役割軽

減に伴う通常兵器の強化が、通常兵器分野での新たな

軍拡競争を誘発し、さらには、通常兵器の軍拡に耐え

られない一部諸国において、核軍拡や核兵器の新たな

取得へのインセンティブが高まる懸念が存在する。具

体的には、たとえばロシアや中国において、核兵器へ

の依存の度合いがさらに高まる可能性があろう。そう

した中では、ＮＰＴの枠外で核兵器開発を行ってきた

諸国、ないしそうした疑惑を有する諸国が核兵器（開

発）を放棄する可能性も高まるとは考えにくい。その

ような結果になれば、米国による核兵器の役割縮小は

何のためだったのかということになろうし、さらには、

それは強者の独りよがりの行動に過ぎなかったとの

謗りを逃れることすら難しくなるかもしれない。 

その意味でも、核兵器の役割縮小については、それ

自体を目的化することなく、具体的な目的を設定した

上で、それを達成するための手段として位置付け直す

必要があろう。米国のみならず、日本を含めた同盟国

においても、この点に関するさらなる検討が求められ

ている。ＮＰＲは、あくまでも米国の核態勢に関する

米国政府の指針であり、それを国際的な文脈の中で捉

え直す作業はこれからが本番である。 

 

 

核兵器の役割を代替するものとして、通常兵器とと

もに想定されている重要な柱は、ミサイル防衛（ＭＤ）

である。ＮＰＲに先だって 2010 年 2 月に公表された

「４年ごとの国防見直し（ＱＤＲ）報告」、及び「弾

道ミサイル防衛見直し（ＢＭＤＲ）報告」のいずれに

おいても、「弾道ミサイル防衛等の能力構築により、

核兵器の役割が縮小可能になる」との認識が明確に示

されており、同様の考え方はＮＰＲでも当然のことな

がら繰り返された。 

米国は、従来からＭＤを抑止態勢の一環として位置

付けてきた。抑止論の枠組みで言えば、攻撃兵器であ
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る核兵器が「懲罰による抑止（deterrence by 

punishment）」であるとすれば、ＭＤ等の防衛兵器は

「拒否による抑止（deterrence by denial）」の役割

を果たすことになる。抑止力としての効果は前者の方

が大きいというのが一般的な解釈であるが、概念的に

ＭＤが抑止の手段として位置付け可能である事実に

変わりはない。しかし、ＭＤによって核兵器の役割を

現実に縮小することができるのか、また、同盟国への

抑止の提供である拡大抑止の文脈において、拡大核抑

止の要素を、ＭＤによって代替可能であるかは自明で

はなかろう。 

米国との間のＭＤに関する協力が最も進んでいる

と考えられているのは日本である。日米同盟の文脈で

は、例えば 2007 年 5 月の閣僚級安全保障協議委員会

（２＋２）の共同声明において、「同盟のＢＭＤ能力

は 、 同 盟 の 全 体 的 な 抑 止 の 態 勢 に 貢 献 す る

（contributes）もの」とされており、ＭＤが抑止の

一環であるとの位置付けがなされている。その意味で

は、抑止としてのＭＤという米国の基本的考え方は、

日米間で共有されていると言える。しかし、それをも

って、ＭＤの能力向上により、拡大抑止における核兵

器の役割を縮小できると言い切ることには、日本側に

おいて抵抗があろう。 

その最大の要因は、ＭＤによって対処する脅威と、

核抑止によって対処する脅威との間に、実質的な相違

が存在する事実である。日本にとってＭＤは、主とし

て北朝鮮の核及び弾道ミサイルの脅威に対応するも

のである。北朝鮮からの脅威への対応においても、究

極的には米国の核兵器に依存する部分はあるが、核の

側面を前面に出さずとも、日米の通常兵器による抑止

とＭＤで対処可能な部分は少なくない。他方で米国に

よる拡大核抑止は今日、北朝鮮の脅威よりも、本質的

には、核兵器の脅威を中心とした中国の将来に備える

ものとの意味合いが大きい。 

同時に、ＭＤは中国の弾道ミサイルに対応するもの

ではない。実際日米は、今日のＭＤは北朝鮮やイラン

等、限定された数の弾道ミサイルに対応するシステム

であり、中国やロシアのように核搭載のものを含めて

多数の弾道ミサイルを有する諸国に対しては効果が

ない、つまり、それら諸国の第二撃能力（核攻撃を受

けた際に確実に反撃することのできる能力）には影響

しないために脅威になり得ないと説明してきたので

ある。つまり、大陸間弾道ミサイルを含めて、多数の

ミサイルに有効に対処できるほどＭＤが発展しない

限り、主として核抑止によって対処することが想定さ

れている脅威への対処を、ＭＤで肩代わりすることは

できないのである。そうである以上、ＭＤによって、

拡大抑止における核兵器の役割を縮小できるという

想定は、今日の文脈で考える限り、実態面でも論理的

にも存立させることが難しいのではないか。 

これは、日米同盟のみの問題ではない。ＮＡＴＯに

おけるＭＤ議論は、日米の文脈よりも、抑止の一構成

要素という位置付けからさらに乖離しているのが実

態である。そもそもＮＡＴＯにおけるＭＤは、展開部

隊の防護という限定された目的に主眼が置かれる形

で検討と導入が進められてきた。米国によるＭＤの欧

州配備計画が持ち上がった後も、主としてミサイル技

術や大量破壊兵器の拡散問題や、対ロシア関係の文脈

で議論が展開している。そして、米国のＭＤ計画に強

く抵抗してきたロシアに対しては、米国及びＮＡＴＯ

によるＭＤは、主にイランの脅威に対応したものであ

り、ロシアの核戦力や弾道ミサイルには影響を及ぼさ

ないと繰り返し説明してきたのである。近年米国は、

ＮＡＴＯの文脈においても、抑止態勢全体の一環とし

てのＭＤの意義を強調し、また、ラスムセンＮＡＴＯ

事務総長も同様に、同盟における集団防衛の観点から

ＭＤを捉え直す必要性を強調している。しかし、欧州

諸国の間でそのような理解が浸透しているとは言い

難い。 

ここでも、日米同盟の文脈と同じように、ＭＤの対

応する脅威（イラン等）と、核抑止において想定され

る脅威（ロシア）とが異なるとの現実を見逃すわけに

はいかない。ＭＤ能力の構築と拡大抑止における核兵

器の役割を、どのような相補関係に位置付けることが

可能であるのかについては、米国と同盟国の間で、今

後さらなる検討が必要であろう。加えて、米国及び同

盟国によるＭＤの強化が、一定水準に達した場合に、

それを乗り越えようとする諸国における弾道ミサイ

ル能力強化のインセンティブとして機能してしまう

可能性についても、留意が必要であろう。 

（次号に続く） 

（2010 年 5 月 14 日脱稿） 
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